
そこで、もっと利用しやすく柔軟に解決をはかることができる制度として、ＡＤＲの機能が注目

されています。 

ＡＤＲには、裁判の欠点を補うことができるようなメリットがあります。 

また、ＡＤＲにはさまざまな種類があり、運営主体や手続方法も多種多様です。 

解決したい問題に適した解決方法を、当事者自身が選択することができます 

 

 

■ 簡単な申立て手続  

ＡＤＲ機関によって申立ての手続は異なりますが、簡単な申立て書に記入したり、電話など

で受け付ける機関もあります。  

■ 柔軟性  

ＡＤＲでは、手続などについて当事者の意向に応じて柔軟に進めることができます。 

時間なども当事者が合意すれば自由に決めることができ、当事者の意向に応じた柔軟な

解決を求めることができます。  

■ 迅速性  

ＡＤＲは、当事者の合意に従って柔軟かつスピーディーに行うことができます。 

その分、紛争解決に要する期間が短く、費用も低廉に抑えることができます。  

■ 専門性  

ＡＤＲでは、紛争について専門的な知識を持った第三者に関わってもらいながら解決を求

めることができます。  

■ 非公開性  

紛争においては、関係者以外には知られたくない情報が扱われることがあります。 

ＡＤＲでは、解決までの過程は非公開で行われ、結論も原則として公開されません。  

 

ＡＤＲ機関によってさまざまな解決方法を用意しています。 

■ 助言 

当事者間の自主的解決をはかるために、第三者（相談員）が適切なアドバイスを行います。 

ふつう、相談員は当事者の間に入ることはなく、当事者の一方である相談者に対して助言

します。 

 ※一般的には「あっせん」「調停」「仲裁」による解決をＡＤＲと呼んでいますが、ここでは広

くとらえて、「助言」もＡＤＲの一つとして含めています。 

ＡＤＲ を利用するメリットは？ 

ＡＤＲ による解決方法にはどんなものがあるのですか？ 
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■ あっせん 

第三者（あっせん人）が当事者の間に入り、考え方を整理するなどして双方の話し合いが円

滑に進むよう努めます。あっせん人が解決案（あっせん案）を示すこともありますが、あくまで

当事者同士の交渉によって紛争の解決を図ります。 

■ 調停 

第三者（調停人）の仲介によって解決案（調停案）が作成・提示され、これに当事者が同意す

れば解決となります。 

もし調停案が気に入らなければ、これを拒否することもできます。 

 

 

 

 

「あっせん」と「調停」は、手続に関与する第三者が積極的に解決案を提示するかどうかで一

般的には区別されます。機関によっては「あっせん」においても解決案を提示するところもあ

ります。 

区別の仕方は各機関によって異なりますので、ご利用の際は各機関がどのような活動を行

っているかを事前によく確認することが重要です。 

■ 仲裁 

当事者間の合意（これを「仲裁合意」といいます）に従って、第三者（仲裁人）が紛争につい

て判断（仲裁）を行い、当事者がその仲裁判断に従うことで紛争を解決します。仲裁判断は、

裁判の判決と同じように、強制力が認められています。 

 

 

 

 

 

さまざまなＡＤＲがありますが、大きく分類すると次のようなタイプにわけることができます。  

■ 助言型 

当事者間の自主的な解決を促すために第三者が助言を行うもの 

例：相談 

 ※一般的には「あっせん」「調停」「仲裁」による解決をＡＤＲと呼んでいますが、ここでは広

「助言」「あっせん」と「調停」は、当事者の合意による自発的解決を補助するための手続で
す。 
有効なあっせん・調停が行われた場合には、みずから解決法を選択できるため、当事者が
納得しやすい紛争解決が可能です。  
ただし、合意した解決案を相手に強制することはできません。 

「仲裁」のメリットは、簡易・迅速性、柔軟性といった他の手続と同様のメリット以外に、仲裁
人の提示した解決案を相手に強制することができる、ということがあげられます。ただし、
仲裁合意を行うと、その紛争については裁判を受けられなくなってしまうという効果が発生
してしまいます。また、仲裁には上訴に相当する制度がなく、仲裁判断に不服を申し立てる
ことはできません。 

ＡＤＲにはどんなタイプのものがあるのですか？ 

手続の種類による分類 
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くとらえて、「助言」もＡＤＲの一つとして含めています。  

■ 調整型 

当事者間の合意により紛争の解決を図ろうとするもの 

例：調停、あっせん  

■ 裁断型 

あらかじめ第三者の審理・判断に従うという一般的な合意の下に手続を開始するもの 

例：仲裁  

■ 司法型 

裁判所内で行われるもの 

例：民事調停、家事調停 

■ 行政型 

独立の行政委員会や行政機関などが行うもの 

例：全国の消費生活センターや国民生活センターの相談、あっせん 

 →全国の消費生活センターや国民生活センターではどんなことをしているのですか？ 

 公害等調整委員会、建設工事紛争審査会  

■民間型 

弁護士会、消費者団体、業界団体などが運営するもの 

例：弁護士会仲裁センター、各種ＰＬセンター 

 民間の事業者が行うＡＤＲについては、 

 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」（ＡＤＲ法）（←条文）という法律が定め

られています。 

 

裁判とＡＤＲには、多くの点で違いがあります。 

裁判を起こすのに相手の同意は必要ありませんが、あっせん・調停・仲裁手続では相手の同

意がなければ手続を始められません。 

裁判は、原則的に公開で行われますが、ＡＤＲは非公開で行われます。 

裁判では、第三者である裁判官が解決案となる判決を下します。 

判決には強制力があり、当事者がこれを拒否することはできませんが、控訴・上告することが

できます。 

ＡＤＲのうち、調停・仲裁手続では解決案が提示されますが、調停手続で提示された解決案に

は強制力がありません。 

提供主体による分類 

裁判と ＡＤＲ の違いは？ 
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仲裁手続で提示された解決案には強制力があり、これを拒否したり、不服を申し立てることは

できません。 

※一般的には「あっせん」「調停」「仲裁」による解決をＡＤＲと呼んでいますが、ここでは広くとら

えて、「助言」もＡＤＲの一つとして含めています 

 

手続を利用するのに相手の同意が必要か 

ＡＤＲ 

助言 あっせん 調停 仲裁 
裁判 

必要 
不必要 必要 必要 

（仲裁合意） 
不要 

第三者が解決案を提示するか 

ＡＤＲ 

助言 あっせん 調停 仲裁 
裁判 

しない しない する する する 

（＊1） （＊2） （調停案） （仲裁判断） （判決） 

＊1 必要な対応を助言 

＊2 機関によっては提示 

 

提示された解決案を拒否できるか 

ＡＤＲ 

助言 あっせん 調停 仲裁 
裁判 

― できない 
― 

（＊3） 
できる 

（訴訟の提起不可） 
できない 

＊3 提示された場合には拒否できる 

 

解決案を相手に強制できるか 

ＡＤＲ 

助言 あっせん 調停 仲裁 
裁判 

― 
― 

（＊4） 
できない できる できる 

＊4 提示された場合でも強制できない 

 

手続・解決案は公開されるか 

ＡＤＲ 

助言 あっせん 調停 仲裁 
裁判 

されない されない されない されない される 
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第２回配布資料一覧 

我が国のADR機関の概要（※１） 

［未定稿］
平成１４年３月現在

 
 

 区分
担当
官庁
等

設立 対象事案
紛争処理方

法
手続主宰者

受理件数（※
2）

平均審理期
間

情報提供 財政基盤 手数料

民事調停 司法
型（民
事調
停法）

裁判
所

昭和
26年
（民事
調停
法制
定、施
行）

民事に関す
る紛争（民事
一般、商事、
宅地建物、交
通、公害、農
事、鉱害、特
定）

調停（なお、
地代等の増
減請求に関
する事件は
調停前置）

調停委員会
（裁判官と2
名以上の調
停委員。事案
に応じて専門
家調停委員
を指定）

317,986件（う
ち簡裁
315,577件）

2.4ヶ月（約8
割が3ヶ月以
内に終了）

事件数等を
年報で公表

政府予算、手
数料収入

有料
（価額
に応じ
た申立
手数
料）

家事調停 司法
型（家
事審
判法）

裁判
所

昭和
23年
（家事
審判
法施
行）

家事に関す
る紛争（夫婦
や親族間の
紛争）

調停（家事調
停事項につ
いては、調停
前置）

調停委員会
（裁判官と2
名以上の調
停委員。事案
に応じて専門
家調停委員
を指定）

114,822件 4.7ヶ月 事件数等を
年報で公表

政府予算、手
数料収入

有料
（900
円）

国民生活セ
ンター・相談
部

行政
型

内閣
府

昭和
45年

一般消費者
からの消費
生活に関わ
る苦情、問合
せ、要望等

斡旋、自主交
渉の助言、情
報提供等

消費生活専
門相談員の
資格を持つ
非常勤職員、
職員

相談：8,137件
（うち苦情：
5,279件）

斡旋：約2ヶ
月 
斡旋以外：１
日

ＨＰ、月刊誌
に典型事例
を公表

政府予算（国
民生活センタ
ーの運営予
算に含まれ
る）

無料

国民生活セ
ンター・消費
者苦情処理
専門委員会

行政
型

内閣
府

平成7
年

国民生活セ
ンターに寄せ
られた一般消
費者からの

会長に対す
る助言及び
それに附帯
する業務

委員(15名以
内）、委員
長、委員長代
理の他、事案

なし（難解な
事例当につ
いて年間10
数件助言を

Ｎ．Ａ． 公表が原則 政府予算（国
民生活センタ
ーの運営予
算に含まれ

無料
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消費者問題
に関する苦
情のうち、国
民生活センタ
ー会長より諮
問があった事
案

ごとに委員長
が指名する3
名以内の委
員からなる小
委員会を置
き、委員会に
かわって事案
に対する助
言及びそれ
に附帯する
業務を行う。

得ている） る）

消費生活セ
ンター（都道
府県・政令指
定都市・市区
町村（地方公
共団体により
名称異なるこ
とあり））

行政
型

内閣
府

昭和
40年
以降

一般消費者
からの消費
生活に関わ
る苦情、問合
せ等

斡旋，自主交
渉の助言，情
報提供等

地方公共団
体職員，消費
生活専門相
談員の資格
を持つ者等

534,769件（全
消費生活セ
ンター合計）

Ｎ．Ａ． 地方公共団
体の広報誌
等

地方公共団
体予算

無料

苦情処理委
員会（都道府
県・政令指定
都市・市区町
村（地方公共
団体により名
称異なること
あり））

行政
型

内閣
府

昭和
40年
以降

消費者から
消費生活上
の被害を受
けた旨の申
出のうち、消
費生活に著し
く影響を及ぼ
し、また及ぼ
す恐れがあ
る紛争

斡旋，調停 知事等の付
属機関で、学
識経験者，事
業者代表，消
費者代表か
らなる合議体

Ｎ．Ａ． Ｎ．Ａ． 地方公共団
体の広報誌
等

地方公共団
体予算

無料

交通事故相
談所（都道府
県・政令指定
都市・市区町
村（１５７か
所））

行政
型

内閣
府

昭和
42年
以降

交通事故に
関する相談

相談 相談員 133,725件（都
道府県・政令
指定都市） 
市町村につ
いては統計
なし

Ｎ．Ａ． 地方公共団
体ごとに異な
る（未把握）

地方公共団
体予算

無料
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(財)交通事故
紛争処理セ
ンター

民間
団体
型（公
益法
人）

内閣
府

昭和
53年

交通事故に
関する紛争

相談、斡旋、
審査（約定に
より、保険会
社等は裁定
を遵守）

相談、斡旋は
弁護士。審査
会は、大学教
授、裁判官経
験の弁護士
並びに経験
の深い弁護
士より選任さ
れた3名以上
の審査員に
より構成

新受：6,003件
（うち和解成
立3,644件、
審査申立393
件）

約2ヶ月（示
談斡旋）

ＨＰ、事業及
び収支報告
書での件数
等の公表等

運用財産（保
険・共済団体
等（自賠責運
用益）からの
寄付）

無料

(社)全国消費
生活相談員
協会

民間
団体
型（公
益法
人）

内閣
府  

昭和
62年

一般消費者
からの消費
生活に関わ
る苦情、問合
せ、要望等

主として自主
交渉の助言，
斡旋（一部），
情報提供

消費生活専
門相談員

1,088件 自主交渉の
助言，情報提
供は即日。斡
旋は１～２か
月

年次報告書，
小冊子，イン
ターネット上
での情報提
供

会費等 無料

特定非営利
活動法人患
者の権利オ
ンブズマン

民間
団体
型（Ｎ
ＰＯ法
人）

内閣
府

平成
11年

医療・福祉の
観点からの
苦情相談支
援，調査点検
事業

苦情相談支
援対話の促
進，同行支
援，記録支
援，調査アド
バイス

市民相談員・
専門相談員

約2000件（平
成11年の設
立から）

Ｎ．Ａ． 年次報告書，
冊子，インタ
ーネット上で
の情報提供，
情報誌等

Ｎ．Ａ． 無料

特定非営利
活動法人消
費者ネット関
西

民間
団体
型（Ｎ
ＰＯ法
人）

内閣
府

平成
12年

各種消費者
問題の調査・
研究・救済・
支援事業

消費者法ゼミ
を開催し，会
員が消費者
被害事例を
持ち寄って検
討し，具体的
救済策を探る
とともに，ケ
ースによって
は救済支援
を行う。

弁護士 Ｎ．Ａ． Ｎ．Ａ． Ｎ．Ａ． Ｎ．Ａ． ゼミの
参加料
は無料

特定非営利
活動法人日

民間
団体

内閣
府

平成
12年

インターネット
サイト上の個

相談、斡旋 弁護士会と
連携をとり，

相談：2件（13
年7月以降）

Ｎ．Ａ． インターネット
上のホーム

ライセンスフ
ィー

無料
（ただ
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本技術者連
盟

型(Ｎ
ＰＯ法
人)

人情報に関
する紛争

事案によって
は弁護士に
依頼

ページ等 し、弁
護士会
利用の
場合
は、そ
の規定
による）

特定非営利
活動法人日
本ガーディア
ンエンジェル
ス

民間
団体
型(Ｎ
ＰＯ法
人)

内閣
府

平成8
年

インターネット
上の消費者
問題

相談，斡旋 ボランティア Ｎ．Ａ． Ｎ．Ａ． インターネット
上のホーム
ページ等

一般からの
寄付金

無料

特定非営利
活動法人シ
ロガネ・サイ
バーポール

民間
団体
型(Ｎ
ＰＯ法
人)

内閣
府

平成
13年

インターネット
関係の紛争
（スパムメー
ル，ネットオ
ークション等）

相談 弁護士及び
一般ボランテ
ィア

相談：169件
（平成13年4
月～12月）
（オークション
28,電話料金
10,誹謗中傷
55,プライバシ
ー侵害11,迷
惑メール13,
アダルト28件,
他24件）

Ｎ．Ａ． インターネット
上のホーム
ページ等

ボランティア
活動による

相談は
無料

インターネット
消費者対策
弁護団

民間
団体
型

内閣
府

平成
10年

インターネット
上の消費者
問題

相談、斡旋 弁護士 相談：約１５０
件（平成12年
度上半期）

Ｎ．Ａ． インターネット
上のホーム
ページ等

Ｎ．Ａ． 相談は
原則無
料

ＷＥＢ１１０ 民間
団体
型

内閣
府

インターネット
上の消費者
問題

相談 ボランティア Ｎ．Ａ． Ｎ．Ａ． インターネット
上のホーム
ページ等

Ｎ．Ａ． 相談は
無料

主婦連合会 民間
団体
型

内閣
府

昭和
23年

消費者問題
一般

相談，斡旋 ボランティア 相談：367件 Ｎ．Ａ． Ｎ．Ａ． 会費 無料

全国信用金
庫協会・しん
きん相談所

民間
団体
型（公

金融
庁

昭和
50年

信用金庫取
引に関する
苦情・相談

質問、相談、
要望、苦情

協会職員 苦情・要望：
197件相談：
346件

Ｎ．Ａ． 金融庁作成
のパンフレッ
ト等に連絡先

協会予算 無料
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益法
人）

を公表

日本証券投
資顧問業協
会・苦情相談
室

民間
団体
型（公
益法
人）

金融
庁

昭和
62年

証券投資顧
問業務に関
する紛争

苦情処理、相
談

苦情相談室
長1名、相談
員1名

苦情：24件相
談：20件

即答ないし短
期間（1週間
程度）

ＨＰ、機関誌 協会予算 無料

金融先物取
引業協会・苦
情相談室

民間
団体
型（公
益法
人）

金融
庁

平成
元年

金融先物取
引等に関す
る紛争

苦情処理、相
談

協会職員 0件（設立以
来2件）

約1～2ヶ月 非公開 会費、運用財
産

無料

日本証券業
協会・証券苦
情相談室及
び斡旋委員

民間
団体
型（証
券取
引法
の規
定に
基づ
き認
可さ
れた
法人
内に
設置）

金融
庁

平成
10年
（前身
は昭
和39
年）

苦情処理：証
券会社等の
行う業務に関
する苦情（証
取法79条の
16①）紛争処
理：証券会社
等の行う有価
証券の売買
等に係る争
い（証取法79
条の16の2
①）

苦情処理：相
談、助言紛争
処理：斡旋

苦情処理：証
券苦情相談
員（日本証券
業協会の職
員） 
紛争処理：斡
旋委員（日本
証券業協会
が委嘱する
弁護士等）

苦情処理：相
談4,429件、
苦情1,317件 
紛争処理：斡
旋100件

約2～3ヶ月
（斡旋）

機関誌等（受
理件数）、会
員向け周知
（斡旋事案の
概要）、HP等
（制度概要）

日本証券業
協会予算、手
数料収入

苦情処
理：無
料紛争
処理：
有料
（斡旋
申立
金）

生命保険協
会・生命保険
相談所

民間
団体
型（公
益法
人）

金融
庁

昭和
21年

生命保険に
関する紛争

相談、斡旋、
裁定

本部：専任担
当者3名、 
相談員８名裁
定審査会：弁
護士、消費生
活相談員等5
名

相談：29,425
件苦情処理：
1,369件裁定：
0件

苦情処理（相
談所が受付
け、保険会社
に取り次いだ
苦情82件）
は、1ヶ月以
内38件、1ヶ
月超44件

半期ごとに件
数、相談概要
をとりまとめ
公表（平成13
年度から発
表内容を充
実）

会員保険会
社からの会
費

無料

日本損害保 民間 金融 昭和 損害保険に 相談、苦情の 相談、苦情の 相談：11,071 Ｎ．Ａ． 四半期ごとに 社員会社か 無料
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険協会・そん
がいほけん
相談室

団体
型（公
益法
人）

庁 40年 関する紛争 調整・斡旋、
調停

調整・斡旋：
日本損害保
険協会の職
員 
調停：損害保
険調停委員
（学識経験者
5名）、調停事
務局審査員
（弁護士、消
費生活相談
員等5名）

件苦情の調
整・斡旋：402
件、調停：0件

処理結果（件
数、主要事案
概要）をとり
まとめ、ﾏｽｺﾐ
等の取材に
応じて公表

らの会費

全国貸金業
協会連合会・
苦情処理委
員会

民間
団体
型（公
益法
人）

金融
庁

昭和
59年

貸金業の業
務に関する
紛争

苦情処理、相
談

苦情処理委
員（委員長
は、当連合会
常務理事の
中から会長
が任命。委員
は理事会の
推薦に基づ
き会長が委
嘱）

苦情：2,947件 
相談：83,010
件

約2ヶ月 ＨＰ、処理件
数等の公表

会費 無料
(外部
による
手続等
が必要
な場合
は当事
者実費
負担）

全国銀行協
会・各地銀行
協会銀行よろ
ず相談所

民間
団体
型（公
益団
体）

金融
庁

昭和
45年

銀行協会に
加盟する銀
行の銀行業
務に関する
相談・照会・
苦情・要望

相談、説明、
助言、苦情の
受付、他機関
紹介（東京、
大阪、名古屋
の各協会で
弁護士会仲
裁センターの
利用が可能）

全国５４ヶ所
の銀行協会
に設置された
銀行よろず相
談所の職員

受付44,777件
（うち、苦情・
要望1,233件）

Ｎ．Ａ． ホームペー
ジ、機関誌、
リーフレット、
ポスター

会費 無料
（ただ
し、弁
護士会
仲裁セ
ンター
利用の
場合、
成立手
数料は
当該銀
行と申
立者が
負担）
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投資信託協
会

民間
団体
型（公
益法
人）

金融
庁

昭和
32年

会員の営む
投資信託業
等又は会員
の行う受益証
券等の売買
に関する苦
情（投信法53
条1項）

苦情処理、相
談

協会職員 質問関係：32
件 
苦情・相談関
係：31件

即答ないし数
日程度

ＨＰ上に半期
毎にまとめた
件数を１年半
分公表

協会予算 無料

信託協会・信
託相談所

民間
団体
型（公
益法
人）

金融
庁

昭和
50年

信託協会に
加盟する信
託銀行、都市
銀行及び地
方銀行の信
託業務、併営
業務及び銀
行業務につ
いての照会・
相談、要望・
苦情

紛争処理は、
東京の３弁護
士仲裁センタ
ーと提携し利
用可能として
いる

協会職員 照会・相談
548件 
要望・苦情23
件

Ｎ．Ａ． リーフレット,
ホームペー
ジ,機関誌等

協会予算 照会・
相談、
苦情：
無料紛
争処
理：申
立手数
料・期
日手数
料は原
則無
料、成
立手数
料のみ
申立人
負担
（通常、
折半）

前払式証票
発行協会

民間
団体
型（公
益法
人）

金融
庁・総
務省・
経済
産業
省（共
管）

平成6
年

会員の行う前
払式証票の
発行に係る
業務に対す
る苦情の解
決

苦情処理、相
談

協会職員 320件（平成
12年7月～13
年6月）

Ｎ．Ａ． 受理件数を
公表（事業報
告）

協会予算 無料

郵政審議会
（旧簡易生命
保険審査会）

行政
型（総
務省

総務
省

平成
13年
（旧簡

簡易生命保
険の契約上
の権利義務

書面審理 総務大臣が
任命する委
員(30名以

38件 Ｎ．Ａ． 裁決数を公
表

政府予算 無料
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設置
法）

保審
査会
は昭
和24
年）

に関する国と
保険契約者、
保険金受取
人又は年金
受取人との
紛争

内）学識経験
者等

防災製品ＰＬ
センター

民間
団体
型（公
益法
人内
に設
置）

総務
省

平成7
年

防災製品に
係る相談、苦
情及び紛争

照会、斡旋、
調停

専従相談員１
人、非常勤相
談員13人、紛
争処理委員
会（防災製品
専門家、学識
経験者、弁護
士、消費者代
表などで構
成）

４７件 Ｎ．Ａ． パンフレット、
機関誌、ＨＰ
等

関係団体か
らの負担金
収入

無料
（外部
機関に
よる原
因究明
が必要
な場合
は実費
負担）

電気通信事
業紛争処理
委員会

行政
型（電
気通
信事
業法）

総務
省

平成
13年

電気通信事
業者間の接
続等に関す
る紛争

斡旋、仲裁 委員（５名）は
国会の同意
を得て総務
大臣が任命
（他に特別委
員を総務大
臣が任命）。
仲裁は３名

６件（うち２件
解決。平成13
年11月30日
～平成14年2
月15日）

Ｎ．Ａ． ＨＰ、マニュア
ル配布等

政府予算 無料

公害等調整
委員会

行政
型（公
害等
調整
委員
会設
置法）

総務
省

昭和
47年

公害に係る
被害につい
ての民事上
の紛争

あつせん、調
停、仲裁、裁
定（責任裁
定、原因裁
定）

委員長及び
委員（6名）
は、国会の同
意を得て内
閣総理大臣
が任命。あつ
せんは3名以
内のあつせ
ん委員、調
停、仲裁は3
名からなる委
員会、裁定は

4件（13件係
属、うち6件
終結）（累計
743件）

Ｎ．Ａ． 調停案は一
定の要件の
もとに公表可
能。年次報
告、HP等

政府予算（委
員手当、手続
費用の一部）

調停、
仲裁、
裁定
は、有
料（求
める価
額に応
じた申
請手数
料）
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3又は5名か
らなる委員会
（仲裁、裁定
のうち1名は
弁護士有資
格者）

都道府県公
害審査会

行政
型（公
害紛
争処
理法）

総務
省

昭和
45年

公害に係る
被害につい
ての民事上
の紛争

あっせん、調
停、仲裁

委員（9～15
名）は、都道
府県知事が
議会の同意
を得て任命。
審査会を置
かない都道
府県では、知
事は毎年、公
害審査委員
候補者（9～
15名）を委嘱
し、委員候補
者名簿を作
成。あつせん
は3名以内の
あつせん委
員、調停、仲
裁は3名から
なる委員会
（仲裁のうち1
名は弁護士
有資格者）

31件（84件係
属、うち35件
終結）（累計
924件）

15．8ヶ月 調停案は一
定の要件の
もとに公表可
能。年次報
告、HP等

都道府県予
算

調停、
仲裁
は、有
料（求
める価
額に応
じた申
請手数
料）

法務省・人権
擁護機関

行政
型（法
務省
人権
擁護
局及
びそ

法務
省

昭和
23年

人権侵害一
般

相談、勧告・
説示等の処
理、人権擁護
委員から選
任された人権
調整専門委
員による斡旋

法務省職員
及び人権擁
護委員（人権
調整専門委
員）

人権侵犯事
件：17,391件
相談：651,093
件

Ｎ．Ａ． HP、パンフレ
ット等

政府予算 無料
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の出
先機
関、民
間ボ
ランテ
ィアで
ある
人権
擁護
委員）

的な手法

日本土地家
屋調査士会
連合会による
境界問題相
談センター

民間
団体
型（一
部の
土地
家屋
調査
士会
（東
京・大
阪・名
古屋）
にお
いて
試行
中）

法務
省

平成
13年
（試行
中）

土地の境界
に関する問
題及び不動
産の調査・測
量及び表示
の登記に関
する事案

相談・調査・
鑑定

土地家屋調
査士

Ｎ．Ａ． Ｎ．Ａ． HP、機関誌、
パンフレット
等

土地家屋調
査士会の拠
出及び手数
料収入

有料
（調査・
測量・
鑑定を
要する
場合は
実費負
担）

文化庁・著作
権紛争解決
あっせん委員

行政
型（著
作権
法）

文部
科学
省

昭和
46年

著作権等に
関する紛争

斡旋 委員（3名以
内）を、学識
経験者のうち
から、事件ご
とに文化庁長
官が委嘱（委
員が複数名
の場合、委員
互選により委
員長を定め

３件 約半年～1年
半

なし 政府予算 有料
（46,000
円）
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る）

都道府県労
働局総合労
働相談コーナ
ー

行政
型（個
別労
働関
係紛
争の
解決
の促
進に
関す
る法
律）

厚生
労働
省

平成
13年

個別労働関
係紛争をはじ
め、労働問題
に関するあら
ゆる相談

相談 相談員 121,330件（こ
のうち、個別
労働紛争に
係る相談件
数は20,470
件）(平成13
年10月～12
月)

Ｎ．Ａ． ＨＰ、パンフレ
ット等による
制度紹介。運
用状況を定
期的に公開
予定

政府予算 無料

都道府県労
働局長による
助言・指導

行政
型（個
別労
働関
係紛
争の
解決
の促
進に
関す
る法
律）

厚生
労働
省

平成
13年

個別労働関
係紛争（男女
雇用機会均
等法第１２条
に規定する
紛争等を除
く。）

助言・指導 都道府県労
働局長

411件(平成
13年10月～
12月)

Ｎ．Ａ． ＨＰ、パンフレ
ット等による
制度紹介。運
用状況を定
期的に公開
予定

政府予算 無料

紛争調整委
員会によるあ
っせん

行政
型（個
別労
働関
係紛
争の
解決
の促
進に
関す
る法

厚生
労働
省

平成
13年

個別労働関
係紛争（男女
雇用機会均
等法第１２条
に規定する
紛争等を除
く。）

あっせん 紛争調整委
員会（委員
は、都道府県
労働局ごとに
３～１２名。学
識経験者のう
ちから厚生労
働大臣が任
命。）

308件(平成
13年10月～
12月) 

Ｎ．Ａ． ＨＰ、パンフレ
ット等による
制度紹介。運
用状況を定
期的に公開
予定

政府予算 無料
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律）

都道府県労
働局長による
助言・指導・
勧告

行政
型（男
女雇
用機
会均
等法）

厚生
労働
省

昭和
61年

男女雇用機
会均等法第5
条から8条に
関する措置
についての
事業主と女
性労働者の
間の紛争

助言、指導、
勧告

都道府県労
働局長（昭和
61年当時は
都道府県婦
人少年室長、
9年10月から
都道府県女
性少年室長、
12年4月から
都道府県労
働局長）

98件 Ｎ．Ａ． リーフレットに
よる制度紹
介、受理件数
等の年度ごと
の公表

政府予算 無料

紛争調整委
員会による調
停

行政
型（男
女雇
用機
会均
等法）

厚生
労働
省

昭和
61年

男女雇用機
会均等法第6
条から8条に
関する措置
についての
事業主と女
性労働者の
間の紛争

調停 紛争調整委
員会の委員
のうちから会
長があらかじ
め氏名する３
人の調停委
員

3件 Ｎ．Ａ． 受理件数等
を年度ごとに
公表

政府予算 無料

労働委員会
（中央労働委
員会）

行政
型

厚生
労働
省

昭和
21年

不当労働行
為、労働争議
等労使間の
集団的紛争
（集団的労使
紛争）

不当労働行
為：命令 
労働争議：斡
旋、調停、仲
裁

不当労働行
為：公益委員
労働争議：斡
旋は斡旋員、
調停は調停
委員会（公労
使三者構成。
労使代表は
同数）、仲裁
は仲裁委員
会（公益委員
又は特別調
整委員の中
から労働委
員会会長が3
名を指名）

不当労働行
為：再審新規
申立64件労
働争議：新規
37件

不当労働行
為：再審1,675
日 
労働争議：斡
旋71.4日、調
停12.5日、仲
裁29.0日

ＨＰ、年報に
より事件数等
を公表

政府予算（中
央）

無料
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労働委員会
（都道府県）

行政
型

厚生
労働
省

昭和
21年

不当労働行
為、労働争議
等労使間の
集団的紛争
（集団的労使
紛争）

不当労働行
為：命令 労
働争議：斡
旋、調停、仲
裁

不当労働行
為：公益委員
労働争議：斡
旋は斡旋員、
調停は調停
委員会（公労
使三者構成。
労使代表は
同数）、仲裁
は仲裁委員
会（公益委員
又は特別調
整委員の中
から労働委
員会会長が3
名を指名）

不当労働行
為：初審新規
申立384件 
労働争議：新
規576件

不当労働行
為：初審642
日 
労働争議：斡
旋48.8日、調
停30.4日、仲
裁47.5日

ＨＰ、年報に
より事件数等
を公表

都道府県予
算

無料

労働委員会
（都道府県）

行政
型

厚生
労働
省

平成
13年
以降

個別労働関
係紛争（ただ
し全都道府
県で実施して
いるものでは
なく、各都道
府県の判断
により実施。
平成14年１月
現在で26都
道府県が実
施。）

あっせん あっせん員
（地方労働委
員会公益委
員、労働者委
員、使用者委
員、事務局職
員等）

制度が施行
されて１年未
満なので統
計は未集計

制度が施行
されて１年未
満なので統
計は未集計

ＨＰ、機関誌
等

都道府県予
算

無料

農業委員会、
都道府県知
事

行政
型（農
地法）

農林
水産
省

昭和
45年
（農地
法の
一部
改正）

農地又は採
草放牧地の
利用関係の
紛争(農地法
第43条の2、
43条の5）

仲介 農業委員会
（会長が指名
した3人の仲
介委員）、都
道府県知事
（知事が指定
した場合は、
指定を受けた

464件（農業
委員会455
件、都道府県
知事9件）

Ｎ．Ａ． 非公開 政府予算 無料
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小作主事又
は職員）

都道府県知
事又は農林
水産大臣に
よるあっせ
ん・調停

行政
型（酪
農及
び肉
用牛
生産
の振
興に
関す
る法
律）

農林
水産
省

昭和
34年

生乳等取引
契約に関す
る紛争（酪農
及び肉用牛
生産の振興
に関する法
律第20条～
第24条）

斡旋、調停 都道府県知
事農林水産
大臣（法第24
条）

0件（累計） Ｎ．Ａ． Ｎ．Ａ． Ｎ．Ａ． Ｎ．Ａ．

都道府県農
業共済保険
審査会

行政
型

農林
水産
省

昭和
22年

農業災害補
償制度に基
づく保険に関
する事項につ
いて（農業災
害補償法第
143条の2）

審査 各都道府県
知事（会長）、
各都道府県
の局部長3
名、農業共済
組合の組合
員又は共済
事業を行う市
町村との間に
農作物共済
等の共済関
係の存する
者3名、学識
経験者3名

なし（昭和46
年に1度開
催）

Ｎ．Ａ． 非公開 都道府県予
算

無料

都道府県知
事又は農林
水産大臣に
よる裁定

行政
型（土
地改
良法）

農林
水産
省

昭和
59年

土地改良区
又は土地改
良区連合に
よる土地改良
施設の他用
途施設との
兼用に関す
る関係者との
協議が不調

裁定 都道府県、農
林水産省（地
方農政局を
含む。）

国：0件 
都道府県：国
としては統計
を行っていな
い

国：統計なし 
都道府県：国
としては統計
を行っていな
い

国：なし 
都道府県：国
としては把握
していない

都道府県予
算、政府予算

国：無
料都道
府県：
国とし
ては把
握して
いない
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